
【別紙２】 
                             新旧対照表 

【砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく指定糖、異性化糖等及び指定でん粉等の輸入通関における取扱いについて   

（昭和 40 年 10 月１日蔵関第 1095 号）】   

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

 

 

 

 財務省関税局長 殿 

農林水産省政策統括官  

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく指定糖、異性化糖等及

び指定でん粉等の輸入通関における取扱いについて 

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和 40 年法律第 109 号）に規

定する独立行政法人農畜産業振興機構の売買手続きについて、機構売買事

務について売渡等申込者の利便性向上及び機構の業務執行の効率化を図る

観点から、本年２月 19 日から機構売買用の web サイトを利用する方法に移

行することとしているところです。これに伴い、指定糖・輸入異性化糖に

ついて 1 回の輸入につき複数の機構売買を要する場合に別葉で承諾書を発

行していたものを 1 枚の承諾書で発行できるよう、「砂糖及びでん粉の価格

調整に関する法律に基づく指定糖、異性化糖等及び指定でん粉等の輸入通

関における取扱いについて（平成 19 年 9 月 20 日付け 19 生産第 3871 号）」

の別紙様式１～３（指定糖、輸入異性化糖、指定でん粉の各様式）を改正

し、下記のとおり取り扱うこととしましたので、周知方よろしくお願いい

たします。 

 

記 

 

（証明を必要とする指定糖） 

１ （省略） 

 

（証明を必要とする異性化糖等） 

２ （省略） 

 

（証明を必要とする指定でん粉等） 

 

 

 

 財務省関税局長 殿 

農林水産省政策統括官  

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく指定糖、異性化糖等及

び指定でん粉等の輸入通関における取扱いについて 

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和 40 年法律第 109 号）に規

定する独立行政法人農畜産業振興機構の承諾に係る買入れ承諾書につい

て、これまで指定糖、異性化糖等及び指定でん粉等の輸入申告時に原本を

提出することとしていたところ、通関関係書類の電子化・ペーパーレス化

を促進する観点から、写しを提出するよう「砂糖及びでん粉の価格調整に

関する法律に基づく指定糖、異性化糖等及び指定でん粉等の輸入通関にお

ける取扱いについて（平成 19 年９月 20 日付け 19 生産第 3871 号）」の一部

を改正し、下記のとおり取り扱うこととしましたので、手続の変更につき

周知方よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

記 

 

（証明を必要とする指定糖） 

１ （同左） 

 

（証明を必要とする異性化糖等） 

２ （同左） 

 

（証明を必要とする指定でん粉等） 

別 添 別 添 
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３ （省略） 

 

（平均輸入価格等の税関への連絡） 

４ 粗糖の平均輸入価格、砂糖調整基準価格、異性化糖の平均供給価格、異

性化糖調整基準価格、異性化糖標準価格、でん粉の平均輸入価格及びでん

粉調整基準価格（以下「粗糖の平均輸入価格等」という｡）並びにこれらの

適用期間については、それぞれの価格の決定の都度、直ちに独立行政法人

農畜産業振興機構（以下「機構」という｡）から直接税関（本関）に連絡さ

れることとする。 

 

（指定糖等に関する証明） 

５ （省略） 

 

（輸入申告の数量が買入れ承諾書記載数量を超える場合の取扱い） 

６ 輸入検査の結果、輸入申告の数量が買入れ承諾書の数量を超えると認め

られる場合には、買入れ承諾書（原本）の補正を受けさせた上、輸入を許

可することとなるが、この場合の取扱いは次によるものとする。 

(1) 輸入許可を保留し、別紙様式４の連絡票に税関に提出された買入れ承

諾書（写し）を添付して、機構本部宛て適宜の方法により送付するこ

と。 

(2) （省略） 

 

（関税の払戻し又は徴収が行われた場合の機構への通知） 

７ 法第５条第１項又は第 11 条第２項の規定により機構に売り渡された粗糖

以外の指定糖又は異性化糖等については、当該指定糖について、関税定率

法第 19 条第１項の規定によりその関税の払戻しが行われたとき及び同法第

13 条第１項又は第 19 条第１項の規定によりその関税が軽減され、又は免除

される場合であって、同法第 13 条第７項又は第 19 条第４項の規定による

関税の徴収が行われないことが明らかとなったとき並びに当該異性化糖等

について、関税定率法第 19 条第１項の規定によりその関税が軽減され、又

は免除される場合であって、同条第４項の規定による関税の徴収が行われ

３ （同左） 

 

（平均輸入価格等の税関への連絡） 

４ 粗糖の平均輸入価格、砂糖調整基準価格、異性化糖の平均供給価格、異

性化糖調整基準価格及び異性化糖標準価格、でん粉の平均輸入価格及びで

ん粉調整基準価格（以下「粗糖の平均輸入価格等」という｡）並びにこれら

の適用期間については、それぞれの価格の決定の都度、直ちに独立行政法

人農畜産業振興機構（以下「機構」という｡）から直接税関（本関）に連絡

されることとする。 

 

（指定糖等に関する証明） 

５ （同左） 

 

（輸入申告の数量が買入れ承諾書記載数量を超える場合の取扱い） 

６ 輸入検査の結果、輸入申告の数量が買入承諾書の数量を超えると認めら

れる場合には、買入れ承諾書（原本）の補正を受けさせた上、輸入を許可

することとなるが、この場合の取扱いは次によるものとする。 

(1) 輸入許可を保留し、別紙様式４の連絡票に税関に提出された買入れ承

諾書（写し）を添付して、機構本部宛て適宜の方法により送付するこ

と。 

(2) （同左） 

 

（関税の払戻し又は徴収が行われた場合の機構への通知） 

７ 法第５条第１項又は第 11 条第２項の規定により機構に売り渡された粗糖

以外の指定糖又は異性化糖等については、当該指定糖について、関税定率

法第 19 条第１項の規定によりその関税の払戻しが行われたとき及び同法第

13 条第１項又は第 19 条第１項の規定によりその関税が軽減され、又は免除

される場合であって、同法第 13 条第７項又は第 19 条第４項の規定による

関税の徴収が行われないことが明らかとなったとき並びに当該異性化糖等

について、関税定率法第 19 条第１項の規定によりその関税が軽減され、又

は免除される場合であって、同条第４項の規定による関税の徴収が行われ
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ないことが明らかとなったときは、当該指定糖又は異性化糖等に係る機構

の買入契約が解除されることとなっており（砂糖及びでん粉の価格調整に

関する法律施行令（昭和 40 年政令第 282 号）第４条及び第 17 条）、機構に

おいてその事実を確認する必要があるので、税関においては次により処理

するものとする。 

(1) （省略） 

(2) 指定糖又は異性化糖等について、関税の徴収が行われることとなった

場合には、納税告知書を発給する際に、別紙様式６の輸入指定糖等に係

る関税の徴収原因発生通知書を作成し、その都度、これを機構本部宛て

送付すること。 

 

（通関時又は通関後に疑義が生じた場合の対応） 

８ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないことが明らかとなったときは、当該指定糖又は異性化糖等に係る機構

の買入契約が解除されることとなっており（砂糖及びでん粉の価格調整に

関する法律施行令（昭和 40 年政令第 282 号）第４条及び第 17 条）、機構に

おいてその事実を確認する必要があるので、税関においては次により処理

するものとする。 

(1) （同左）  

(2) 指定糖等又は異性化糖等について、関税の徴収が行われることとなっ

た場合には、納税告知書を発給する際に、別紙様式６の輸入指定糖等に

係る関税の徴収原因発生通知書を作成し、その都度、これを機構本部宛

て送付すること。 

 

（通関時又は通関後に疑義が生じた場合の対応） 

８ （同左） 
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改正後 改正前 
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6 

改正後 改正前 

 
 

別紙様式４～６ （省略） 
 

別紙様式４～６ （同左） 

 


